
み
ん
な
で
考
え
よ
う
！

公
共
施
設
の
未
来
vol.4

企
画
政
策
課
経
営
管
理
係　

☎
０
５
６
２
・
92
・
８
３
１
８

　

こ
の
コ
ー
ナ
ー
も
第
４
回
目
を

迎
え
ま
し
た
。

　

第
１
回
は
、
公
共
施
設
の
老
朽

化
の
話
。
建
築
後
、
30
年
以
上
経

過
す
る
施
設
が
全
体
の
77
％
に
及

ぶ
。

　

第
２
回
は
、
人
口
減
少
の
話
。

40
年
後
は
現
在
よ
り
20
％
人
口
が

減
少
す
る
。　

　

第
３
回
で
は
、
更
新
（
建
替
）

費
用
の
話
。
今
後
40
年
間
で
８
０

０
億
円
必
要
で
あ
る
。

と
、
公
共
施
設
白
書
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
デ
ー
タ
に
つ
い
て
お
伝
え

し
ま
し
た
。

　

白
書
か
ら
は
、
公
共
施
設
の
老

朽
化
が
進
み
、
近
い
将
来
一
斉
に

更
新
の
時
期
を
迎
え
る
が
、
人
口

減
少
等
に
よ
り
財
政
状
況
の
悪
化

が
予
測
さ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、

更
新
費
用
を
賄
う
こ
と
が
で
き
ず
、

豊
明
市
公
共
施
設
等

総
合
管
理
計
画
と
は
？

 

今
あ
る
す
べ
て
の
公
共
施
設
を
維

持
し
て
い
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

　

公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
は
、

こ
の
様
な
状
況
を
踏
ま
え
、
長
期

的
な
視
点
で
公
共
施
設
全
体
を
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
し
、
財
政
負
担
の
軽

減
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
策

定
し
ま
し
た
。
豊
明
市
は
計
画
の

中
で
、
公
共
施
設
の
縮
減
目
標
を

延
床
面
積
で
30
％
と
設
定
し
、
市

の
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
、
①

新
規
の
施
設
は
原
則
建
設
し
な
い
、

②
施
設
を
更
新
す
る
場
合
は
複
合

化
を
推
進
し
、
統
廃
合
に
よ
り
延

床
面
積
を
縮
減
す
る
こ
と
と
し
ま

し
た
。

　

30
％
の
延
床
面
積
を
縮
減
す
る

た
め
に
市
は
、
３
階
層
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
法
の
考
え
方
を
取
り
入
れ
、

床
面
積
を
縮
減
し
て
も
サ
ー
ビ
ス

は
極
力
低
下
し
な
い
よ
う
検
討
し

て
い
き
ま
す
。

　公共施設が提供するサービスを受ける受益者の範囲から下記のように３種類の階層
に分け、それぞれの階層に合ったマネジメントを実践するものです。
　施設の統廃合や複合化・集約化により施設重視の現状から機能重視への転換を図り
ます。施設までの距離が遠くなったり、多少不便になる部分もありますが、施設が全
く無くなるということは避けることができます。

１層　全域（図書館、文化会館、体育館など市内全域を対象としている施設）
　　　広域化⇒ワンセット主義を捨て、近隣自治体間で相互利用する。２つの自治体
　　　で分担して持ち合えば、負担は２分の１になる。３自治体で持ち合えば３分の
　　　１になる。
２層　校区（小中学校、保育園、児童館など学校区単位で利用される施設）
　　　多機能化⇒学校など施設の更新、大規模改修時に複数の機能を持たせ、複合
　　　化・集約化を図る
３層　住区（老人憩いの家、集会所など利用者が限定的な施設）
　　　ソフト化⇒建物を所有せず、民間の施設を利用する。塾や飲食店等の空き時間
　　　や空きスペースを利用し、市は必要に応じて利用料補助等を行う。また、２層
　　　の多機能化された施設にテナントとして入ることも有効。

複合化・集約化 統廃合

B保育園は売却・
貸付などを検討

B保育園・C老人憩いの家は
売却・貸付などを検討

A小学校

A小学校 A保育園

B保育園

A保育園

統合

C老人憩いの家 B保育園

C老人
憩いの家 B保育園

＜３階層マネジメントとは＞

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


